
東京R・Eクローバー倶楽部　会則

第１条（名称）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第８条（役員の任期）

　本会の名称は東京R・Eクローバー倶楽部とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1.本会の役員の任期は原則として1年とする。但し再任を妨げないものとする。

　2.欠員による任期は前任者の残任期日とする。

第２条（会員）

　本会は正会員、名誉会員及び賛助会員によって構成する。 第９条（新入会員）

　1.同志社各校に在籍した者で、不動産業並びにこれに関連する業務に従事する　　　　 　会員の推薦により随時受け入れるものとする。

者をもって正会員とする。

　2.前号に該当しない者が、会員から推薦を受けた場合は名誉会員とする。 第10条（事務局）

　事務局は事務局担当世話人のもとに設置されるものとする。

第３条（設立の趣旨）

　本会は不動産の情報交換を中心に会員相互の親睦と信頼関係を深め、不動産業 第11条（会費）

業務に関する諸問題の調査研究及び研修を行い、各々の事業発展に寄与すること 　年会費は3,000円とする。

を目的とする。　

第12条（会計年度）

第４条（会合） 　本会の会計年度は毎年11月1日より翌年10月31日までの1年とする。

　本会は月に一回定例会を行うものとする。

第13条（会計監査）

第５条（役員構成） 　本会の決算は、監査役の監査を得たうえ、毎年翌年度第一回目の定例会にて会計が報告する

　本会の役員は次の通りとする。 ものとする。

　1.代表世話人1名

　2.副代表世話人若干名 第14条（決議事項）

　3.各担当世話人若干名 　次の事項は出席会員の過半数の同意を得て行うことができるものとする。但し出席者数には

　4.会計2名 委任状提出者を含むものとする。

　5.監査役1名 　1.会則の変更

　2.会計報告の承認

第６条（運営組織） 　3.その他

　本会を運営するため次の各部会等を設置し、各担当世話人、会計、会員が協力

して運営にあたるものとする。 第15条（倫理）

　1.懇親部会 　本会の会員は互いに尊重しあい、同志社人としてのマナーを心がけるものとする。

　2.情報部会

　3.WEB委員会 第16条（交流）

　4.会計 　大学不動産連盟加盟校との交流をはかり、地域情報交換会及び懇親会への積極的な参加を

　5.事務局 目指すものとする。

第７条（役員の選出及び役割） 第17条（その他）

　1.代表世話人は会員の推薦により選任された役員の互選により選出するものと 　本会に定めなき事項については会員による協議により決定するものとする。

する。 以上

　2.役員の互選により副代表世話人、各担当世話人、会計及び監査役を選出する 本会則の制定日　　平成17年11月30日

ものとする。 改定（第12条は会計年度の変更、第16条　大学不動産連盟正規加盟に伴う文面の変更）

平成18年11月27日
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